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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第３四半期連結
累計期間

第72期
第３四半期連結

累計期間
第71期

会計期間
自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日

売上高 （千円） 49,969,191 50,877,286 68,045,057

経常利益 （千円） 5,049,668 4,404,250 7,262,289

四半期（当期）純利益 （千円） 3,027,697 2,876,635 4,433,624

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 3,364,004 3,950,717 5,717,811

純資産額 （千円） 44,836,157 48,511,627 47,152,846

総資産額 （千円） 79,750,335 87,779,922 84,093,187

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 57.72 55.15 84.52

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.2 55.3 56.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 3,963,738 1,753,367 5,692,539

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,374,931 △2,503,233 △4,641,876

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,266,165 1,148,077 △2,024,749

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 19,911,290 18,452,116 17,782,908

 

回次
第71期

第３四半期連結
会計期間

第72期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

 
自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

 

 
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.82 23.61

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

(１)経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日～平成27年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善

を背景とした設備投資の持ち直しがみられるなど、緩やかな回復基調で推移したものの、中国経済の減速などによ

り海外リスクが高まり、先行き不透明な状況となりました。

当社グループの主な需要先であります建設業界におきましては、着工床面積に回復の兆しがみられるものの、

工事着工の遅れによる影響を払拭できず厳しい環境となりました。

このような経営環境のなか、当社グループは、主力の建設関連製品事業において、大規模再開発等の需要が見

込まれる首都圏において営業力の強化策を積極的に展開するなど、需要の取込みに注力してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、508億７千７百万円（前年同期比1.8％増）、営業利

益は42億６千１百万円（前年同期比12.7％減）、経常利益は44億４百万円（前年同期比12.8％減）、四半期純利益

は28億７千６百万円（前年同期比5.0％減）となりました。

 

セグメント別の業績はつぎのとおりであります。

①　建設関連製品事業

前第１四半期の消費税増税前の駆け込み需要など特殊要因がなかったことに加え、工事現場の着工が想定

以上に伸びないなかで、各種シェア向上策や、耐震関連の新製品投入などを行いましたが、主に構造機材関連

製品の売上が低調に推移し、売上高は380億４千４百万円（前年同期比1.9％減）となり、営業利益は34億２千

９百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

 

②　自動車関連製品事業

自動車向けバッテリー端子は北米におけるシェアを維持し、また、トラック向けボルトナット類の売上が

好調に推移しました。これに加えて、為替換算レートの影響を受けたことにより、売上高は75億９千１百万円

（前年同期比23.7％増）となり、営業利益は８億５千２百万円（前年同期比25.8％増）となりました。

 

③　ホテル事業

「FIFA女子ワールドカップ カナダ2015」等のイベントによる宿泊需要の取り込みや、為替換算レートの影

響などにより、売上高は42億４千１百万円（前年同期比4.9％増）となりましたが、営業損益はマーケティン

グ費用の増加などにより、１千６百万円の損失（前年同期は４千万円の営業利益）となりました。

 

④　その他の事業

売上高は10億円（前年同期比0.9％増）となりましたが、営業損益は海洋事業において大型案件が第４四半

期にずれ込んだことなどにより、５百万円の損失（前年同期は７千９百万円の営業利益）となりました。
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(２)財政状態の分析

①　資産

流動資産は主に商品及び製品の増加により前連結会計年度末に比べ11億９千７百万円増加し、490億８千１百

万円となりました。

固定資産は主に建設仮勘定の増加により前連結会計年度末に比べ24億８千９百万円増加し、386億９千８百万

円となりました。

以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べ36億８千６百万円増加し、877億７千９百万円となりました。

 

②　負債

流動負債は主に短期借入金および未払法人税等の減少により前連結会計年度末に比べ20億２千５百万円減少

し、271億３千５百万円となりました。

固定負債は主に長期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ43億５千３百万円増加し、121億３千２百万

円となりました。

以上の結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ23億２千７百万円増加し、392億６千８百万円となりまし

た。

 

③　純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ13億５千８百万円増加し、485億１千１百万円となりました。また、自

己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.8ポイント減少し、55.3％となりました。

 

(３)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入17

億５千３百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出25億３百万円、財務活動によるキャッシュ・フ

ローに係る収入11億４千８百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ６億６千９百万円増加し、

184億５千２百万円となりました。

 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、17億５千３百万円となりました（前年同期は39億６千３

百万円の収入）。主な要因は、仕入債務の減少によるものであります。

 

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローにおける支出は、25億３百万円となりました（前年同期は13億７千４百万

円の支出）。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。

 

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、11億４千８百万円となりました（前年同期は12億６千６

百万円の支出）。主な要因は、長期借入れによる収入の増加によるものであります。

 

(４)事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた重要な課題はありません。

 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）はつぎのとおりであります。

 

当社は、平成27年１月27日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。）

ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ）のひとつとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策

（以下、「本プラン」といいます。）を継続することを決議し、平成27年３月27日開催の第71期事業年度に係る定

時株主総会の議案として上程し、株主の承認を得た上で発効いたしました。
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(1）本プランに関する基本的な考え方

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提

案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

 

(2）基本方針の実現に資する取組み

①　中期経営計画による取組み

当社は、企業価値および株主価値の向上をより具体的に実践するため中期経営計画を策定しており、事業環

境の変化を踏まえ、設備投資、人材育成、財務バランス等々に注意を払いつつ果敢に経営課題に挑戦しており

ます。

平成26年度を初年度とする中期経営計画「okabe-ミライ計画-2017」では、創業百周年、そしてその先の

「ワクワクするミライ」に向け邁進すべく、３つのビジョンを掲げております。ビジョンの実現に向け、グ

ループ一丸となって挑戦を続けてまいります。

「okabe-ミライ計画-2017」において掲げるビジョンは以下のとおりであります。

《ビジョン１》ミライを支える「新工場」

コア事業である建設関連製品事業および準コア事業である自動車関連製品事業において、３つの新工場

がしっかりと成長を支えます。

《ビジョン２》ミライに羽ばたく「新製品」

コア事業・準コア事業において、成長分野に新製品を投入し、市場シェアを拡大します。

《ビジョン３》ミライを創る「新分野」

これまで蓄積した技術・ノウハウを洗い出し、活かすことができる新分野へと果敢に挑戦します。

 

②　コーポレート・ガバナンス強化による取組みについて

当社は、将来にわたり企業価値を向上し社会的責任を果たすためにはコーポレート・ガバナンス体制の確立

が重要であると認識しており、経営理念、社是、法令遵守等の重要性を全社的に啓発し事業活動における規律

を向上させることを基本として、コーポレート・ガバナンス体制の確立に取り組んでおります。

当社における企業統治の体制については、取締役10名（うち社外取締役１名）により取締役会を構成し、毎

月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督してお

ります。取締役の任期につきましては、経営責任の所在を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できるよ

う、１年としております。また、取締役の意思決定機能を強化するため、役付取締役で構成する常務会を開催

し、経営上重要な案件につき、事前に十分な検討を行っております。業務執行体制としては、特に重要な職務

権限を有する者を執行役員として任命し、業務執行責任の明確化を図っております。

この他、代表取締役社長および各部門の責任者で構成される部門責任者会議を原則として週１回開催し、複

数の部門にまたがる業務執行の効率化を促進するとともに、社会的規範への適合性の観点からも常に必要な検

討を加えております。

当社は監査役制度を採用しており、監査役４名（うち社外監査役２名）により監査役会を構成しておりま

す。各監査役は、毎月１回以上開催される監査役会にて情報の共有を図るとともに、取締役会に出席し、適宜

発言しております。また、代表取締役社長と定期的な連絡会を開催し広く意見交換するとともに、他の重要な

会議への出席や稟議書をはじめとする社内文書の閲覧を実施し、必要に応じて取締役以外の者に説明を求める

など、業務執行全般にわたって効率的な監査業務を行っております。

また、当社は代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置し、内部統制の整備・運用状況につき有効

性評価等を実施するなど、監査機能の充実を図っております。さらに、常設組織として役付取締役を委員長と

する、コンプライアンス委員会を設置しており、全社員を対象とした法令遵守の啓発活動を実施しておりま

す。
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(3）本プランの概要

①　対象となる大規模買付等

本プランは以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、

当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大規模買付等」といいます。）がなされる

場合を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下、「買付者等」といいま

す。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。

（ⅰ）当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20％以上となる買付

け

（ⅱ）当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株式等の株式等所有割合(注6)およ

びその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

 

②　「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」とい

います。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

（ⅰ）買付者等の概要

（イ）氏名または名称および住所または所在地

（ロ）代表者の役職および氏名

（ハ）会社等の目的および事業の内容

（ニ）大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要

（ホ）国内連絡先

（ヘ）設立準拠法

（ⅱ）買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および「意向表明書」提出前60日間における買付者等の当

社の株式等の取引状況

（ⅲ）買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株式等

の種類および数、ならびに大規模買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投

資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)その他の目的

がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきま

す。）を含みます。）

 

③　「本必要情報」の提供

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社

に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分

な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注9)（初日不算

入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②（ⅰ）（ホ）の国内連絡先に

発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきま

す。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容および

態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締

役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただき

ます。

なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リ

スト」の一部に含まれるものといたします。

（ⅰ）買付者等およびそのグループ（共同保有者(注10)、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他

の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名およ

び職歴等を含みます。）

（ⅱ）大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法および内容（経

営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕

組み、買付予定の株式等の数および買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の

適法性を含みます。）
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（ⅲ）大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取し

た場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯

を含みます。）

（ⅳ）大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法お

よび関連する取引の内容を含みます。）

（ⅴ）大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容お

よび当該第三者の概要

（ⅵ）買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重

要な契約または取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約

の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

（ⅶ）買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者と

の間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となって

いる株式等の数量等の当該合意の具体的内容

（ⅷ）大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策

（ⅸ）大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る

利害関係者の処遇等の方針

（ⅹ）当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

 

なお、当社は、当社取締役会が買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実については適切に開示し、

提案の概要および本必要情報の概要ならびにその他の情報のうち株主および投資家の皆様のご判断に必要であ

ると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。

また、当社は、当社取締役会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その

旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いた

します。

 

④　取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付等の評価の難易度等

に応じて、以下の（ⅰ）または（ⅱ）の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替

案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。

（ⅰ）対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間

（ⅱ）その他の大規模買付等の場合には最大90日間

ただし、上記（ⅰ）（ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会および独立委員会が合理的に必

要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる合

理的な理由を買付者等に通知するとともに株主および投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最

大30日間といたします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといたします。当社は、当社取締役会がこれらの

検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知する

とともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間

で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主および投資家の皆様に

代替案を提示することもあります。
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(4）大規模買付行為に対する対抗措置の発動および停止等

①　対抗措置の具体的内容

当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割

当てを行うことといたします。本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判

断を排除するため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者（実績の

ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執

行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）の勧告

を最大限尊重するとともに、株主および投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保するこ

ととしております。

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株

主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたしま

す。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わ

ず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。

 

②　対抗措置の発動の停止等

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、（ⅰ）買付者等が大規模買付等を

中止した場合または（ⅱ）対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でない

と考えられる状況に至った場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の中止または発動の停止を

決定することがあります。

 

(5）株主・投資家に与える影響等

①　本プランの継続時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の

皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありませ

ん。
 

②　本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期

日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限と

した割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時

においても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体

の価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的

な影響を与えることは想定しておりません。

ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何

らかの影響が生じる場合があります。
 

③　本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当

ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要でございます。

また、当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主の皆様にお

かれては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当

社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。

以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無

償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令およ

び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので、当該開示または通知の内容

をご確認下さい。
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(6）本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時までの３年間といたします。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当社

の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プラ

ンはその時点で廃止されるものといたします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこ

れらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承

認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変更の場合には）変

更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

 

(注)１ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、別段の定めが
ない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承
する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当
社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令
等の各条項に読み替えられるものとします。

２ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を
含みます。

３ 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下、同じ
とします。

４ 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、(ⅱ）におい
て同じとします。

５ 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下、同じとします。

６ 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下、同じ
とします。

７ 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者に
ついては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除
きます。以下、同じとします。

８ 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、および株券等の大量保
有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下、別段の定めがない
限り同じとします。

９ 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下、同じ
とします。

10 金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみな
されると当社取締役会が認めた者を含みます。以下、同じとします。

 

(５)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、３億７千６百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 53,790,632 53,790,632
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数　100株

計 53,790,632 53,790,632 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成27年８月31日

　（注）
△1,500,000 53,790,632 － 6,911,700 － 6,039,545

　（注）　自己株式の消却による減少であります。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

岡部株式会社(E01412)

四半期報告書

10/23



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　2,833,200
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

50,944,200
509,442 －

単元未満株式
普通株式

13,232
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 53,790,632 － －

総株主の議決権 － 509,442 －

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

岡部株式会社

東京都墨田区押上二丁目

８番２号
2,833,200 － 2,833,200 5.27

計 － 2,833,200 － 2,833,200 5.27

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２　監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）および第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、監査法人大手門会計事務所により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,782,908 18,477,341

受取手形及び売掛金 22,345,714 21,764,495

商品及び製品 4,434,156 5,587,857

仕掛品 834,385 975,505

原材料及び貯蔵品 1,631,351 1,298,525

その他 988,130 1,130,326

貸倒引当金 △132,796 △152,946

流動資産合計 47,883,851 49,081,106

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,263,937 14,092,690

機械装置及び運搬具（純額） 2,679,304 2,738,979

土地 6,314,301 6,379,916

その他（純額） 3,216,381 6,113,715

有形固定資産合計 26,473,924 29,325,301

無形固定資産   

のれん 511,117 475,859

その他 691,577 649,931

無形固定資産合計 1,202,695 1,125,791

投資その他の資産   

投資有価証券 7,018,170 6,607,701

その他 1,711,829 1,804,121

貸倒引当金 △197,282 △164,098

投資その他の資産合計 8,532,717 8,247,724

固定資産合計 36,209,336 38,698,816

資産合計 84,093,187 87,779,922

 

EDINET提出書類

岡部株式会社(E01412)

四半期報告書

13/23



 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,923,598 6,170,429

電子記録債務 7,112,560 10,313,826

信託未払金 4,376,737 －

短期借入金 5,400,114 4,418,691

未払法人税等 1,322,667 428,971

賞与引当金 68,041 511,525

その他 4,957,782 5,292,528

流動負債合計 29,161,501 27,135,972

固定負債   

長期借入金 3,338,000 8,104,000

退職給付に係る負債 1,848,580 1,598,695

資産除去債務 39,497 39,746

その他 2,552,762 2,389,880

固定負債合計 7,778,840 12,132,322

負債合計 36,940,341 39,268,295

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,911,700 6,911,700

資本剰余金 6,042,037 6,039,545

利益剰余金 32,941,220 33,890,250

自己株式 △1,031,585 △1,693,423

株主資本合計 44,863,372 45,148,072

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,727,194 1,549,190

為替換算調整勘定 599,397 1,847,715

退職給付に係る調整累計額 △37,118 △33,350

その他の包括利益累計額合計 2,289,473 3,363,555

純資産合計 47,152,846 48,511,627

負債純資産合計 84,093,187 87,779,922
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 49,969,191 50,877,286

売上原価 35,932,062 37,201,406

売上総利益 14,037,129 13,675,880

販売費及び一般管理費 9,154,310 9,414,576

営業利益 4,882,819 4,261,303

営業外収益   

受取利息 32,048 30,758

受取配当金 102,471 98,146

その他 162,765 163,638

営業外収益合計 297,285 292,543

営業外費用   

支払利息 125,880 104,008

その他 4,555 45,586

営業外費用合計 130,435 149,595

経常利益 5,049,668 4,404,250

特別利益   

固定資産売却益 4,164 225,425

投資有価証券売却益 7,359 －

その他 20 251

特別利益合計 11,543 225,677

特別損失   

固定資産処分損 2,009 4,895

特別退職金 50,356 －

工場移転費用 － 7,537

その他 528 －

特別損失合計 52,893 12,432

税金等調整前四半期純利益 5,008,319 4,617,495

法人税、住民税及び事業税 1,995,895 1,748,584

法人税等調整額 △15,274 △7,724

法人税等合計 1,980,621 1,740,860

少数株主損益調整前四半期純利益 3,027,697 2,876,635

四半期純利益 3,027,697 2,876,635
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,027,697 2,876,635

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,964 △178,004

為替換算調整勘定 355,271 1,248,317

退職給付に係る調整額 － 3,768

その他の包括利益合計 336,306 1,074,081

四半期包括利益 3,364,004 3,950,717

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,364,004 3,950,717
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,008,319 4,617,495

減価償却費 1,201,553 1,297,702

賞与引当金の増減額（△は減少） 476,392 443,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,508 △14,585

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,278 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 27,580

受取利息及び受取配当金 △134,519 △128,904

支払利息 125,880 104,008

固定資産売却損益（△は益） △4,164 △225,425

売上債権の増減額（△は増加） 1,336,619 842,705

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,199,149 △656,227

仕入債務の増減額（△は減少） △473,703 △1,284,041

その他の流動負債の増減額（△は減少） △243,865 △447,724

その他の固定負債の増減額（△は減少） 16,769 △2,088

未払消費税等の増減額（△は減少） 306,602 △231,063

その他 146,802 △19,277

小計 6,527,749 4,323,638

法人税等の支払額 △2,564,011 △2,570,271

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,963,738 1,753,367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △25,191

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有価証券の取得による支出 △6,000,000 －

有価証券の売却による収入 6,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,658,749 △2,779,770

無形固定資産の取得による支出 △178,096 △42,464

無形固定資産の売却による収入 － 222,651

投資有価証券の取得による支出 － △300,000

投資有価証券の売却による収入 58,302 300,532

子会社株式の取得による支出 － △30,000

保険積立金の積立による支出 △99,179 △130,347

保険積立金の払戻による収入 10,184 126,708

利息及び配当金の受取額 135,531 127,682

その他 157,075 26,965

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,374,931 △2,503,233

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 7,331,886 7,029,591

短期借入金の返済による支出 △7,704,592 △6,939,434

長期借入れによる収入 100,000 7,100,000

長期借入金の返済による支出 △101,200 △3,418,000

自己株式の取得による支出 △58 △1,558,399

配当金の支払額 △646,483 △657,421

利息の支払額 △135,623 △112,358

シンジケートローン手数料の支払額 － △187,920

その他 △110,093 △107,979

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,266,165 1,148,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 84,490 271,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,407,131 669,802

現金及び現金同等物の期首残高 18,454,501 17,782,908

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 49,658 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △594

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 19,911,290 ※１ 18,452,116
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

ウォーター・グレムリン・エクスポート・カンパニーは平成27年９月10日付で清算結了したため、連結の範囲

より除外しております。

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。

以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に

掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直

し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の

平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しておりま

す。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余

金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が268,606千円減少し、利益剰余金が

172,982千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四

半期純利益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略

しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日）

現金及び預金 19,911,290千円 18,477,341千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － △25,225 〃

現金及び現金同等物 19,911,290千円 18,452,116千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

１　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月28日

定時株主総会
普通株式 577,033 11.00 平成25年12月31日 平成26年３月31日 利益剰余金

平成26年７月30日

取締役会
普通株式 577,033 11.00 平成26年６月30日 平成26年９月８日 利益剰余金

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月27日

定時株主総会
普通株式 577,033 11.00 平成26年12月31日 平成27年３月30日 利益剰余金

平成27年７月30日

取締役会
普通株式 629,489 12.00 平成27年６月30日 平成27年９月７日 利益剰余金

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

該当事項はありません。

 

３　株主資本の金額の著しい変動

①　自己株式の取得

　当社は、平成27年７月30日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,500,000株の取得を行いました。こ

の結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が1,558,229千円増加しております。

 

②　自己株式の消却

　当社は、平成27年７月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年８月31日付で、自己株式1,500,000株

の消却を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が2,492千円、利益

剰余金が894,068千円、自己株式が896,560千円それぞれ減少しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 
建設関連
製品事業

自動車関連
製品事業

ホテル事業
その他の
事業

計

売上高        

外部顧客への

売上高
38,794,602 6,138,592 4,044,203 991,792 49,969,191 － 49,969,191

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 3,189 － 3,189 △3,189 －

計 38,794,602 6,138,592 4,047,393 991,792 49,972,381 △3,189 49,969,191

セグメント利益 4,085,393 677,887 40,221 79,316 4,882,819 － 4,882,819

（注）　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 
建設関連
製品事業

自動車関連
製品事業

ホテル事業
その他の
事業

計

売上高        

外部顧客への

売上高
38,044,443 7,591,206 4,241,029 1,000,607 50,877,286 － 50,877,286

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 2,220 － 2,220 △2,220 －

計 38,044,443 7,591,206 4,243,249 1,000,607 50,879,506 △2,220 50,877,286

セグメント利益又は
損失（△）

3,429,550 852,961 △16,115 △5,093 4,261,303 － 4,261,303

（注）　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 57円72銭 55円15銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 3,027,697 2,876,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 3,027,697 2,876,635

普通株式の期中平均株式数（株） 52,457,610 52,157,484

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成27年７月30日開催の取締役会において、平成27年６月30日現在における株主名簿に記載または記録された株

主につぎのとおり中間配当金を支払うことを決議しました。

１　中間配当による配当金の総額　　　　　　　　 　　629,489千円

２　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12円

３　支払請求の効力発生日および支払開始日　　　平成27年９月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月12日

岡部株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　大手門会計事務所

 

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武川　博一　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 根本　芳男　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岡部株式会社の

平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岡部株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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